
5. 地形・地質 
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■水平震度の設定について 

１）発電関連設備 

・ 地震力算定に用いる設計水平震度 KSH は、電気技術規程火力編 火力発電所の耐震設

計規程に従い、下記のように算定している。 

KSH＝ν4・KH   KH＝0.15・ν1・ν2・ν3

・ 地域別補正係数ν1は、当該地域に生ずると推定される最大加速度を過去の地震の規

模、発生機構、距離等を用いて統計的に整理して求めた 1.0 から 0.7 までの係数で

あり、当該敷地はν1＝1.0である。 

・ 地盤別補正係数ν2は、地盤の種別毎に定めれられており、本計画ではすべての地盤

種別から求まる最大値であるν2＝2.0 を採用している。 

・ 重要度係数ν3は、耐震設計構造物の重要度に基づく係数であり、本計画では最重要

度に該当するν3＝1.0 を採用している。 

・ その他の補正係数ν4は、一律に規定はされておらず、さらに特別に耐震性に考慮を

要すると判断した場合に設定する。本計画ではν4＝1.0 を採用している。 

・ 以上より、設計水平震度 KSH＝0.3 としている。 

２）建築物 

・ 地震力算定に用いる地震層せん断力係数 Ci は、建築基準法施行令第 88 条に従い、

下記のように算定している。 

Ci＝Z・Rt・Ai・Co 

・ 地震地域係数 Z は、その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地

震活動の状況その他地震の性状に応じて 1.0 から 0.7 までの範囲内において国土交

通大臣が定める数値であり、当該敷地は Z＝1.0 である。 

・ 振動特性係数 Rt は、建築物の振動特性を表すものとして、建築物の弾性域における

固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値で

ある。地盤の種類として第１種地盤（硬質）、第２種地盤（普通）、第３種地盤（軟

弱）の３種類あるが、本計画ではすべての地盤種類から求まる最大値である Rt＝1.0

を採用している。（なお、地盤の種類は地盤調査時の土質より第２種地盤と判断した） 

・ 層せん断力の分布係数 Ai は、建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築

物の高さ方向の分布を表すものとして国土交通大臣が定める方法により算出した数

値を用いている。 

・ 標準せん断力係数 Coも令第 88 条に従い、１次設計用で Co＝0.2、２次設計用（保有

耐力）で Co＝1.0 としている。 

→参考文献：JFAC 3605-2014「火力発電所の耐震設計規程」、日本電気技術規格委員会、 

JESC T 0001(2014) 

→参考資料：大月バイマス発電地盤調査報告書抜粋 

以上 
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【井戸掘削・さく井柱状図】　資料5-2
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【プラント給排水収支図】資料5-3


